
施　行　者 申請者（調査士等の代理人）

１．仮換地変更（分割）の協議

大阪法務局堺支局との協議により、本地区の従前地分筆については、原則、機構が保有する境界座標に基づく机上
分筆（現地測量、隣接同意及び公共用地明示は不要）を行い、地積測量図に当機構の経由印を押印する方法とする
ことで了解を得ております。（※機構の経由印のない土地分筆等登記申請は、法務局で受付されません）

※代理人の場合は、委任状を添付

２．仮換地変更（分割）協議書の提出３．仮換地変更（分割）協議書の受領

４．内部決裁、従前地分筆指示図の作成

５．従前地分筆内容の指示

６．申請書、地積測量図の作成/提出７．申請書、地積測量図の受領

８．地積測量図の面積照合

（修正）

９．地積測量図に施行者経由印押印 10．申請書、地積測量図の受領

11．法務局へ土地分筆登記の申請

12．土地分筆登記の完了

13．仮換地変更（分割）願の提出

※土地登記簿謄本を添付

14．仮換地変更（分割）願の受領

15．内部決裁

16．仮換地変更（分割）受理書の交付 17．仮換地変更（分割）受理書の受領

注）土地分筆登記に係る手続きや費用は、権利者の費用により行なってください。

※境界点座標値等の交付手続き

令和 年 月 日

本地積測量図は、事業施行者が保管している公図調整図に基づ

いて作成されたものであることを確認した。
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土地の分筆登記フロー（大和川左岸（三宝）土地区画整理地区）

土地所有者

施行者

３．仮換地分割計算、面積の確定

４．地積測量図の作成

６．申請書、地積測量図、調査書の提出

内容の確認、押印

７．分筆登記の申請

８．登記完了・登記済証の交付

５．分筆登記申請の協議

法務局１．仮換地分割事前協議

２．仮換地分割願の提出
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